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( 嚇 潮 対 哲 )

詩情 古 -

石 川 県 職 員 退 職 手 当 条 例 及 び 石 川 県 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 八 年 十 二 月 二 十 六 日

石 川 県 知 事 本 正谷

石 川 県 条 例 第 三 十 六 号

石 川 県 職 員 退 職 手 当 条 例 及 び 石 川 県 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 職 員 退 職 手 当 条 例 の 一 部 改 正 )

石 川 県 職 員 退 職 手 当 条 例 ( 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 五 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。第 一 条
第 十 条 第 五 項 中 「 、 そ の 者 が 退 職 の 際 勤 務 し て い た 当 該 地 方 公 共 団 体 の 事 務 を 同 法 第 五 条 第 一

項 に 規 定 す る 適 用 事 業 と 」 を 削 り 、 「 高 年 齢 継 続 被 保 険 者 」 を 「 高 年 齢 被 保 険 者 」 に 改 め 、 同 項

第 二 号 中 「 第 三 十 七 条 の 四 第 三 項 前 段 」 を 「 第 三 十 七 条 の 四 第 三 項 」 に 改 め 、 同 条 第 六 項 中 「 、

そ の 者 が 退 職 の 際 勤 務 し て い た 当 該 地 方 公 共 団 体 の 事 務 を 同 法 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 適 用 事 業

と 」 を 削 り 、 「 高 年 齢 継 続 被 保 険 者 」 を 「 高 年 齢 被 保 険 者 」 に 改 め 、 同 条 第 十 一 項 中 「 又 は 広 域

求 職 活 動 費 」 を 「 又 は 求 職 活 動 支 援 費 」 に 改 め 、 同 項 第 六 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

__j
ー-

ノ
、 求 職 活 動 に 伴 い 雇 用 保 険 法 第 五 十 九 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 行 為 を す る 者

条 第 二 項 に 規 定 す る 求 職 活 動 支 援 費 の 額 に 相 当 す る 金 額

第 十 条 第 十 五 項 中 「 規 定 は 、 」 の 下 に 「 第 五 項 又 は 第 六 項 の 規 定 に よ る 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け

る こ と が で き る 者 ( 第 五 項 又 は 第 六 項 の 規 定 に よ る 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け た 者 で あ っ て 、 当 該 退

職 手 当 の 支 給 に 係 る 退 職 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 経 過 し て い な い も の を 含 む 。 ) 及 び 」 を
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同 相 同 問 N ∞ 栴 明 日 N 」 4 8 E ( 辺 爾 司 ) 剖 期 ミ主緬 bラ 加々

規 定 す る 広 域 求 職 活 動 費 に 相 当 す る 退 職 手 当 が 支 給 さ れ て い る 場 合 に お け る 当 該 行 為 を 除 く 。 )

を し た も の ( 施 行 日 前 一 年 以 内 に 旧 退 職 手 当 条 例 第 十 条 第 五 項 若 し く は 第 六 項 又 は 旧 企 業 職 員 給

与 条 例 第 十 八 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 者 と な っ た 者 で あ っ て

施 行 日 以 後 に 新 退 職 手 当 条 例 第 十 条 第 五 項 か ら 第 八 項 ま で 又 は 新 企 業 職 員 給 与 条 例 第 十 八 条 第 六

項 若 し く は 第 七 項 の 規 定 に よ る 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 者 と な っ て い な い も の を 除

く 。 ) に つ い て 適 用 し 、 退 職 職 員 で あ っ て 施 行 日 前 に 公 共 職 業 安 定 所 の 紹 介 に よ り 広 範 囲 の 地 域

に わ た る 求 職 活 動 を し た も の に 対 す る 広 域 求 職 活 動 費 に 相 当 す る 退 職 手 当 の 支 給 に つ い て は 、 な

お 従 前 の 例 に よ る 。

4
 

新 退 職 手 当 条 例 第 十 条 第 十 五 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 十 一 項 ( 第 四 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 )

及 び 新 企 業 職 員 給 与 条 例 第 十 八 条 第 八 項 ( 就 業 促 進 手 当 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ) の 規 定 は 、 退 職 職

員 で あ っ て 施 行 日 以 後 に 職 業 に 就 い た も の に つ い て 適 用 し 、 退 職 職 員 で あ っ て 施 行 日 前 に 職 業 に

就 い た も の に 対 す る 石 川 県 職 員 退 職 手 当 条 例 第 十 条 第 十 一 項 第 四 号 又 は 石 川 県 企 業 職 員 の 給 与 の

種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 第 十 八 条 第 八 項 に 規 定 す る 就 業 促 進 手 当 に 相 当 す る 退 職 手 当 の 支 給 に

つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

5
 

施 行 日 前 に 旧 退 職 手 当 条 例 第 十 条 第 五 項 若 し く は 第 六 項 又 は 旧 企 業 職 員 給 与 条 例 第 十 八 条 第 六

項 の 規 定 に よ る 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 者 と な っ た 者 ( 施 行 日 以 後 に 新 退 職 手 当 条

例 第 十 条 第 五 項 か ら 第 八 項 ま で 又 は 新 企 業 職 員 給 与 条 例 第 十 八 条 第 六 項 若 し く は 第 七 項 の 規 定 に

よ る 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 者 と な っ た 者 を 除 く 。 ) に 対 す る 石 川 県 職 員 退 職 手 当

条 例 第 十 条 第 十 一 項 第 五 号 又 は 石 川 県 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 第 十 八 条 第 八

項 に 規 定 す る 移 転 費 に 相 当 す る 退 職 手 当 の 支 給 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 八 年 十 二 月 二 十 六 日

石 川 県 知 事 谷 本 正

石 川 県 条 例 第 三 十 七 号

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

(一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 号 ) の 一 部 を 次 の よ う第 一 条
に 改 正 す る 。

第 八 条 の 二 第 一 項 中 「 掲 げ る 額 」 を 「 定 め る 額 」 に 改 め 、 同 項 第 一 号 中 「 四 十 一 万 三 千 三 百 円 」

を 「 四 十 一 万 三 千 八 百 円 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 五 万 五 百 円 」 を 「 五 万 六 百 円 」 に 改 め る 。

第 九 条 第 二 項 第 二 号 中 「 及 び 孫 」 を 削 り 、 同 項 中 第 五 号 を 第 六 号 と し 、 第 四 号 を 第 五 号 と し 、
憲
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4
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0
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7
，
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0 
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0 
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0
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7
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00
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6
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2
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3
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6
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00
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2
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9
，
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0 
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8
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00
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3
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0
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8
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4
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00
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5
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00
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8
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4
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0 
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0 
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2
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00
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1
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6
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00
 

42
7
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00
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0
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00
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6
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，
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0 
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7
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9
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1
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7
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0 
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27
0
，2
00
 

31
6
，7
00
 

36
3
，4
00
 

4
12

，9
00
 

20
 

17
8
，8
00
 

21
4
，9
00
 

24
6
，5
00
 

27
2
，
10
0 

31
8
，8
00
 

36
5
，4
00
 

4
15

，0
00
 

21
 

18
0
，

 70
0 

21
6
，2
00
 

24
7
，9
00
 

27
3
，9
00
 

32
0
，

 70
0 

36
7
，2
00
 

4
16

，9
00
 

22
 

18
2
，2
00
 

21
7
，7
00
 

24
8
，9
00
 

27
5
，7
00
 

32
2
，7
00
 

36
9
，2
00
 

4
18

，5
00
 

23
 

18
3
，7
00
 

21
9
，
10
0 

24
9
，9
00
 

27
7
，5
00
 

32
4
，6
00
 

37
1，
30
0 

42
0
，
10
0 

24
 

18
5
，2
00
 

22
0
，6
00
 

25
1
，0
00
 

27
9
，3
00
 

32
6
，6
00
 

37
3
，4
00
 

42
1，
60
0 

25
 

18
6
，8
00
 

22
2
，0
00
 

25
2
，2
00
 

28
1
，
10
0 

32
8
，6
00
 

37
4
，9
00
 

42
3
，
10
0 

26
 

18
8
，3
00
 

22
3
，4
00
 

25
3
，7
00
 

28
3
，∞

o
 

33
0
，5
00
 

37
6
，7
00
 

42
4
，4
00
 

27
 

18
9
，8
00
 

22
4
，7
00
 

25
5
，1
00
 

28
4
，9
00
 

33
2
，6
00
 

37
8
，5
00
 

42
5
，7
00
 

28
 

19
1，
20
0 

22
6
，0
00
 

25
6
，6
00
 

28
6
，7
00
 

33
4
，6
00
 

38
0
，2
00
 

42
7
，0
00
 

29
 

19
2
，7
00
 

22
7
，4
00
 

25
8
，1
00
 

28
8
，8
00
 

33
6
，2
00
 

38
2
，0
00
 

42
8
，3
00
 

30
 

19
4
，∞

o
 

22
8
，8
00
 

25
9
，8
00
 

29
0
，7
00
 

33
8
，0
00
 

38
3
，5
00
 

42
9
，5
00
 

3
1
 

19
5
，3
00
 

23
0
，3
00
 

26
1
，5
00
 

29
2
，5
∞

 
33
9
，7
00
 

38
5
，
10
0 

43
0
，

 70
0 

32
 

19
6
，6
00
 

23
1
，7
00
 

26
3
，2
00
 

29
4
，4
00
 

34
1
，5
00
 

38
6
，8
00
 

43
1，
80
0 

33
 

19
8
，0
00
 

23
3
，0
00
 

26
4
，

 70
0 

29
6
，2
00
 

34
3
，2
00
 

38
8
，
10
0 

43
3
，0
00
 

34
 

19
9
，4
00
 

23
4
，3
00
 

26
6
，5
00
 

29
7
，9
00
 

34
5
，0
00
 

38
9
，4
00
 

43
4
，2
00
 

35
 

20
0
，8
00
 

23
5
，3
00
 

26
8
，3
00
 

29
9
，7
00
 

34
6
，9
00
 

39
0
，7
00
 

43
5
，4
00
 

36
 

20
2
，2
00
 

23
6
，6
00
 

27
0
，1
00
 

30
1
，5
00
 

34
8
，7
00
 

39
1，
90
0 

43
6
，6
00
 

37
 

20
3
，3
00
 

23
8
，0
00
 

27
1. 
60
0 

30
3
，∞

o
 

35
0
，5
∞

 
39
3
，0
00
 

43
7
.9
00
 

38
 

20
4
，6
00
 

23
9
，3
00
 

27
3
，3
00
 

30
4
，7
00
 

35
2
，2
00
 

39
4
，2
00
 

43
8
，8
00
 

39
 

20
5
，9
00
 

24
0
，4
00
 

27
5
，0
00
 

30
6
，4
00
 

35
3
，9
00
 

39
5
，3
00
 

43
9
，2
00
 

ロ

p
。 ー
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43
9
，9
00
 

44
0
，4
00
 

44
0
，8
00
 

44
1
，2
00
 

44
1
，6
00
 

39
6
，5
00
 

39
7
，3
00
 

39
8
，
1∞

 
39
8
，9
00
 

39
9.
70
0 

35
5
，6
00
 

35
6
，8
00
 

35
7
，9
00
 

35
9
，
10
0 

36
0.
30
0 

30
8
，0
00
 

30
9
，8
00
 

3
11

，6
00
 

3
13

，2
00
 

3
14
.9
00
 

27
6
，7
00
 

27
8
，4
00
 

28
0
，0
00
 

28
1
，7
00
 

28
3
，4
00
 

24
1
，7
00
 

24
3
，0
00
 

24
4
，2
00
 

24
5
，4
00
 

24
6
，6
00
 

20
7
，2
00
 

20
8
，4
00
 

20
9
，6
00
 

21
0
，8
00
 

21
2
，0
0。

40
 

1 4 q L 勺 O A q

A - s q A q 泊 斗 晶

44
2
，0
00
 

44
2
，4
00
 

44
2
，8
00
 

44
3
，
10
0 

40
0
，1
00
 

40
0
，7
00
 

4
01

，2
00
 

40
1
，6
00
 

36
1 ，
50
0 

36
2
，3
00
 

36
3
，5
∞
 

36
4
，6
00
 

3
16

，
10
0 

3
17

，5
00
 

3
19

，0
00
 

32
0
，6
00
 

28
5
，0
00
 

28
6
，7
00
 

28
8
，4
00
 

29
0
，1
00
 

24
7
，8
00
 

24
9
，2
∞
 

25
0
，7
00
 

25
2
，2
00
 

21
3
，2
00
 

2
14

，3
00
 

21
5
，3
00
 

2
16

，4
00
 

F h υ p n v 巧 J n D

A仏 z d u τ a q A斗 ・

44
3
，4
00
 

44
3
，8
00
 

44
4.
10
0 

44
4
，4
00
 

40
2
，0
00
 

40
2
，3
00
 

40
2
，6
00
 

40
2
，9
00
 

36
5
，6
00
 

36
6
，6
00
 

36
7
，6
00
 

36
8
，6
00
 

32
2
，0
00
 

32
3
，3
00
 

32
4
，5
00
 

32
5
，8
00
 

29
1 ，
50
0 

29
3
，1
00
 

29
4
，6
00
 

29
6
，2
00
 

ハ 川 V ハ 川 υ ハ 川 V 八 川 U

n U ハ u n U ハ U

。。。，， u p o n u

『 υ F h d F O O D

p h d F h d F吋 U F h υ

η 4 η L n 4 ヮ“

2
17

，4
00
 

2
18

，4
00
 

21
9
，3
00
 

22
0
，3
00
 

Q d ハ U 胃 1 η 4

4 ・ E J R υ R υ

44
4
，7
00
 

40
3
，2
00
 

40
3
，5
∞
 

40
3
，8
00
 

40
4.

10
0 

36
9
，4
00
 

37
0
，2
00
 

37
1
，
10
0 

37
2
，0
00
 

32
6
，9
00
 

32
7
，9
00
 

32
9
，∞

0
 

33
0
，0
00
 

29
7
，6
00
 

29
9
，1
00
 

30
0
，5
00
 

30
2
，。∞

25
9
，
10
0 

26
0
，5
00
 

26
1
，9
00
 

26
3
，3
00
 

22
0
，9
00
 

22
1
，8
00
 

22
2
，5
00
 

22
3
，5
∞
 

n J 必 牲 に d p h u

R υ r a F h u に υ
剖

40
4
，4
00
 

40
4
，7
00
 

40
5
，∞

0
 

40
5
，4
00
 

37
2
，5
00
 

37
3.
30
0 

37
4
，2
00
 

37
5
，0
00
 

33
0
，5
00
 

33
1
，5
00
 

33
2
，3
00
 

33
3
，2
00
 

30
3
，3
∞

 
30
4
，5
∞
 

30
5
，7
00
 

30
7
，1
00
 

26
4
，3
00
 

26
5
，6
00
 

26
6
，9
00
 

26
8
，3
00
 

22
4
，2
00
 

22
5
，
10
0 

22
5.
80
0 

22
6
，6
00
 

内 / O A V Q d ハ H V

F 、d F 、U F円 υ F h v

任 職 以 の 貝

再 府 民 外 職
緬

40
5
，6
∞
 

40
5
.9
00
 

40
6
，2
00
 

40
6
，5
00
 

37
5
，4
00
 

37
6
.1
00
 

37
6
，8
00
 

37
7
，5
00
 

33
4
.0
00
 

33
4
，3
00
 

33
4
，9
00
 

33
5.
60
0 

30
8
，4
00
 

30
9
，6
00
 

31
1
，0
00
 

3
12
.2
00
 

26
9
.3
00
 

27
0
，5
00
 

27
1，
80
0 

27
3
，
1∞

 

22
7.
50
0 

22
8
，3
00
 

22
9
，2
00
 

23
0
，3
00
 

-Aη ノ 臼 『 U 4 ・

p h v c U F h v F h υ  

bラ 期
40
6
，7
00
 

37
7
，9
00
 

37
8
，5
00
 

37
9
，2
00
 

37
9
，8
00
 

33
6
，2
00
 

33
6
.9
00
 

33
7
，6
00
 

33
8
，3
00
 

3
13
，6
00
 

3
14

，4
00
 

3
15

，2
00
 

3
16
，0
0。

27
4
，
10
0 

27
5
，2
00
 

27
6
，3
00
 

27
7
，4
00
 

23
1，
0∞

 
23
1
，8
00
 

23
2
，6
00
 

23
3
.5
00
 

p h d p h v 弓， a A X u

n h v p h u n g h u p h v  

38
0
，2
00
 

38
0
，7
00
 

38
1 ，
20
0 

38
1
，7
00
 

33
9
，0
00
 

33
9
，5
00
 

34
0
，
10
0 

34
0
，7
00
 

3
16

，6
00
 

3
17
，3
00
 

3
18
.0
00
 

3
18

，6
00
 

27
8
，5
00
 

27
9
，5
00
 

28
0
，6
00
 

28
1
，7
00
 

23
4
，2
00
 

23
4
.9
00
 

23
5
，6
00
 

23
6
，3
00
 

n y n U 胃 i q L

P h U 円 J ' 弓， e n ，a

38
2
，
30
0 

38
2
，8
00
 

38
3
，4
00
 

38
4
∞o

 

34
1，
00
0 

34
1
，6
00
 

34
2
，
10
0 

34
2
，7
00
 

31
9
，3
00
 

31
9
，5
00
 

32
0
，1
00
 

32
0
，7
00
 

28
2
，6
00
 

28
3
，3
00
 

28
3
，8
00
 

28
4
，6
00
 

23
7
，α
)(
) 

23
7
，8
00
 

23
8
，6
00
 

23
9
，4
00
 

n J s q F ヘυ n h v

巧 t 勺 d 7 a 勾 i
加々

38
4
，5
00
 

38
5
，0
00
 

38
5
，5
∞
 

38
6
，0
00
 

34
3
，2
00
 

34
3
，7
00
 

34
4
，2
00
 

34
4
，6
00
 

32
1
，3
00
 

32
1
，8
00
 

32
2
，3
00
 

32
2
，8
00
 

28
5
，4
00
 

28
6
，0
00
 

28
6
，6
00
 

28
7
，2
00
 

24
0
，0
00
 

24
0
，6
00
 

24
1 ，
20
0 

24
1，
80
0 

勾 ， e o o n u d ハ U

ウ t 7 a 勾 t o o
ミ主

38
6
，3
00
 

38
6
，8
00
 

34
4
，9
00
 

34
5
，2
00
 

32
3
，4
00
 

32
3
，9
00
 

28
7
，9
00
 

28
8
，4
00
 

24
2
，2
00
 

24
2
.6
00
 

81
 

82
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83
 

24
3
，0
00
 

28
8
，9
00
 

32
4
，3
00
 

34
5
，6
00
 

38
7
，2
∞

 
84
 

24
3
，4
00
 

28
9
，3
00
 

32
4
，8
00
 

34
5
，9
00
 

38
7
，6
00
 

85
 

24
3.
80
0 

28
9
，5
00
 

32
5.
30
0 

34
6.
40
0 

38
8

∞
o
 

86
 

28
9
，7
00
 

32
5
，7
00
 

34
6
，7
00
 

87
 

28
9
，9
00
 

32
5
，9
00
 

34
7
，0
00
 

88
 

29
0
，
10
0 

32
6
，3
00
 

34
7
，3
00
 

89
 

29
0
，5
00
 

32
6
，

 70
0 

34
7
，7
00
 

90
 

29
0
，7
00
 

32
7
，1
00
 

34
8
，∞

o
 

91
 

29
0
，9
00
 

32
7
，5
00
 

34
8
，4
00
 

92
 

29
1. 
10
0 

32
7
，9
00
 

34
8
，7
∞

 

93
 

29
1 ，
50
0 

32
8
，2
00
 

34
9
，
10
0 

94
 

29
1 ，
70
0 

32
8
，4
00
 

34
9
，4
00
 

95
 

29
1，
90
0 

32
8
，8
00
 

34
9
，7
00
 

96
 

29
2
，2
00
 

32
9
，1
00
 

35
0
，∞

o
 

97
 

29
2
，6
00
 

32
9
，3
00
 

35
0
，3
00
 

98
 

29
2
，9
∞

 
32
9
，6
∞

 
35
0
，7
00
 

99
 

29
3
，
10
0 

32
9
，9
00
 

35
1，
10
0 

10
0 

29
3
，4
00
 

33
0
，2
00
 

35
1
，5
00
 

10
1
 

29
3
，

 70
0 

33
0
，4
00
 

35
2
，0
00
 

10
2 

29
3
，9
00
 

33
0
，7
00
 

35
2
，4
00
 

10
3 

29
4
，
10
0 

33
1， 
10
0 

35
2
，9
00
 

10
4 

29
4
，4
00
 

33
1
，4
00
 

35
3
，3
00
 

10
5 

29
4
，7
00
 

33
1
，5
00
 

35
3
，8
00
 

10
6 

33
1
，8
00
 

10
7 

33
2
，2
00
 

10
8 

33
2
，4
00
 

10
9 

33
2
，6
00
 

11
0
 

33
3
，0
00
 

11
1 

33
3
，4
00
 

11
2
 

33
3
，8
00
 

11
3
 

33
4
，0
00
 

再月
員3

 
任~ilt 

18
8
，4
α)
 

2
15

，
10
0 

24
3
，4
00
 

25
6
，9
00
 

28
2
，2
00
 

32
3
，
10
0 

36
5
，5
α)
 

加々

備
考

こ
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表
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、
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院
、

保
健

所
、

家
斎

保
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衛
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所
等

に
勤

務
す

る
薬

剤
師

、
栄

養
士

そ
の

他
の

職
員

で
人

事
委
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会
規

則
で

定
め

る
も

の
に

適
用

す
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医
療

職
給

料
表

(
三

)

職の
員区
¥
概

l
級

2
級

3
 
*投

4
 
K:&
 

5
級

6
級

7
級

|

分
号

給
給

料
月

額
給

料
月

額
給

料
月

額
給

料
月

額
給

料
月

額
給

料
月

額
i令

料
月

額

ド]
円

|工
l

P-
J

 
P:
J

 
ド
l

J.L
J

 

16
0
，
1∞

 
18
7
，6
0
0
 

23
6
，0
0
0
 

25
8
，9
0
0
 

28
4
，3
0
0
 

32
9
，7
00
 

2
 

16
1
，5
∞

 
18
9
，7
00
 

23
7
，8
0
0
 

25
9
，9
0
0
 

28
6
，
10
0 

33
1
，9
00
 

3
7
7
，3
0
0
 

3
 

16
3
，0
∞

 
19
1
，8
0
0
 

23
9
，6
0
0
 

26
0
，8
0
0
 

2
8
8
，
∞
o

 
33
4
，
∞
o

 
3
8
0
，0
0
0
 

4
 

16
4
，4
0
0
 

19
3
，8
0
0
 

24
1
，4
0
0
 

26
1
，9
00
 

29
0
，
10
0 

33
6
，2
00
 

38
2
，6
00
 

5
 

16
5
，9
∞

 
19
5
，9
00
 

24
2
，8
0
0
 

26
2
，7
00
 

29
1
，9
∞
 

3
3
8
，4
0
0
 

38
4
，8
∞

 
6

 
16
7
，4
0
0
 

19
8
，2
00
 

24
4
，
10
0 

26
3
，7
00
 

29
3
，

 70
0 

3
4
0
，5
00
 

3
8
7
，2
∞

 
7

 
16
8
，9
∞

 
2
0
0
，5
00
 

2
4
5
，3
0
0
 

26
4
，5
00
 

29
5
，6
0
0
 

34
2
，

 70
0 

3
8
9
，5
00
 

8
 

17
0
，4
∞

 
2
0
2
，8
00
 

24
6
，6
0
0
 

26
5
，5
00
 

29
7
，5
00
 

3
4
4
，8
0
0
 

39
1
，8
∞

 

9
 

17
1
，7
00
 

2
0
5
，2
00
 

2
4
7
，7
00
 

26
6
，6
0
0
 

29
9
，4
0
0
 

3
4
6
，5
00
 

39
3
，8
∞

 
10

 
17
3
，4
∞

 
2
0
6
，6
00
 

2
4
8
，8
0
0
 

26
7
，4
0
0
 

3
0
1，
3
0
0
 

3
4
8
，5
00
 

3
9
6
，0
∞

 
11
 

17
5
，0
∞

 
20
8
，0
00
 

2
4
9
，7
00
 

26
8
，5
00
 

3
0
3
，
10
0 

3
5
0
，4
00
 

3
9
8
，2
∞

 
12
 

17
6
，6
∞

 
20
9
，4
∞

 
2
5
0
，6
∞

 
26
9
，7
∞

 
30
5
，
∞
o

 
3
5
2
，4
∞

 
4
∞

，5
∞

 

13
 

17
8
，
10
0 

21
0
，8
0
0
 

25
1
，9
00
 

27
1
，0
0
0
 

3
0
6
，7
0
0
 

35
4
，5
00
 

4
0
2
，4
0
0
 

14
 

18
0
，
10
0 

2
12

，3
00
 

25
3
，0
∞

 
27
2
，4
0
0
 

3
0
8
，4
0
0
 

3
5
6
，6
00
 

40
4
，4
0
0
 

15
 

18
2
，
10
0 

2
13

，8
00
 

25
3
，8
0
0
 

27
3
，6
00
 

3
1
0
，3
0
0
 

3
5
8
，
70
0 

4
0
6
，6
0
0
 

16
 

18
4
，
10
0 

2
15

，0
00
 

25
4
，8
0
0
 

27
5
，
10
0 

31
2
，
10
0 

3
6
0
，7
00
 

4
0
8
，8
00
 

17
 

18
6
，3
∞

 
21
6
，4
0
0
 

2
5
5
，6
0
0
 

27
6
，5
0
0
 

3
14

，0
0
0
 

36
2
，7
00
 

4
10

，8
0
0
 

18
 

18
8
，4
0
0
 

2
17

.9
0
0
 

25
6.
50
0 

27
7
.9
0
0
 

3
15

.6
0
0
 

36
4
.7
00
 

4
13
.0
∞

 
19
 

19
0
，5
00
 

2
19

，4
0
0
 

25
7
，5
00
 

27
9
，2
0
0
 

3
17

，3
0
0
 

36
6
，8
00
 

4
15

，2
00
 

20
 

19
2
，6
0
0
 

2
2
0
，9
00
 

25
8
，4
0
0
 

2
8
0
，7
00
 

3
1
9
，
∞
o

 
3
6
8
，9
00
 

4
17

，4
0
0
 

2
1

 
19
4
，7
00
 

22
2
，3
0
0
 

25
9
，3
0
0
 

28
2.
30
0 

3
2
0
，5
00
 

3
7
0
，6
00
 

4
1
9
，3
0
0
 

22
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同 相 同 問 N ∞ 栴 明 日 N 」 4 8 E ( 辺 爾 司 ) 剖 期 ミ主緬 bラ 加々

手 当 の 支 給 額 の 改 定 に つ い て 準 用 す る 。

第 十 条 第 三 項 第 二 号 中 「 の 扶 養 親 族 」 の 下 に 「 ( 行 政 九 級 職 員 等 に あ っ て は 、 扶 養 親 族 た る 子

に 限 る 。 )」 を 加 え 、 同 項 中 第 三 号 を 第 七 号 と し 、 第 二 号 の 次 に 次 の 四 号 を 加 え る 。

扶 養 親 族 た る 配 偶 者 、 父 母 等 及 び 扶 養 親 族 た る 子 で 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の が

あ る 行 政 九 級 職 員 等 が 行 政 九 級 職 員 等 以 外 の 職 員 と な っ た 場 合

四 扶 養 親 族 た る 配 偶 者 、 父 母 等 で 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の が あ る 行 政 八 級 職 員 等

が 行 政 八 級 職 員 等 及 び 行 政 九 級 職 員 等 以 外 の 職 員 と な っ た 場 合

五 扶 養 親 族 た る 配 偶 者 、 父 母 等 で 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の 及 び 扶 養 親 族 た る 子 で

同 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の が あ る 職 員 で 行 政 九 級 職 員 等 以 外 の も の が 行 政 九 級 職 員 等

と な っ た 場 合

--
'-

/、 扶 養 親 族 た る 配 偶 者 、 父 母 等 で 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る も の が あ る 職 員 で 行 政 八 級

職 員 等 及 び 行 政 九 級 職 員 等 以 外 の も の が 行 政 八 級 職 員 等 と な っ た 場 合

第 二 十 条 第 二 項 第 一 号 中 「 百 分 の 九 十 」 を 「 百 分 の 八 十 五 」 に 、 「 百 分 の 百 十 」 を 「 百 分 の 百

五 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 百 分 の 四 十 二 ・ 五 」 を 「 百 分 の 四 十 」 に 、 「 百 分 の 五 十 二 ・ 五 」 を

「 百 分 の 五 十 」 に 改 め る 。

附 則 第 二 十 八 項 中 「 百 分 の 二 七 五 」 に 、 「 百 分 の 六 五 」 を 「 百

改 め る 。

分 の 一 ・ 五 七 五 」 に 、 「 百 分 の 九 十 」 を 「 百 分 の 八 十 五 」 に 、 「 百 分 の 百 十 」 を 「 百 分 の 百 五 」 に

- 三 五 」 を 「 百 分 の 一

( 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

第 在 オ
ミ 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 ( 平 成 十 七 年 石 川 県 条 例 第 九

号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 八 条 第 四 項 か ら 第 六 項 ま で の 規 定 中 「 、 六 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 百 二 十 二 ・ 五 、

十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 」 を 「 百 分 の 百 二 十 二 ・ 五 」 と あ る の は 「 百 分 の 百 五 十 七 ・ 五 」

と 、 「 」 に 、 「 百 分 の 百 五 十 七 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 六 十 七 ・ 五 」 に 改 め る 。
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第 四 条
同 相 同 問 N ∞ 栴 明 日 N 」 4 8 E ( 辺 爾 司 ) 剖 期 ミ主

五 」 と 、 「 」 を 「 、 六 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 百 二 十 二 ・ 五 、 十 二 月 に 支 給 す る 場 合

緬 bラ 加々

号
給

給
料

月
額

F[
J
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00
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00
 

3
 

39
3
，0
00
 

号
給

給
料

月
額

l
 

37
3
，0
0
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5
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0
0
 

5
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0
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0
0
 

6
 

71
2
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00
 

7
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3
，0
00
 

一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 八 条 第 四 項 か ら 第 六 項 ま で の 規 定 中 「 百 分 の 百 二 十 二 ・ 五 」 と あ る の は 「 百 分 の 百 五 十 七 ・

に お い て は 」 に 、 「 百 分 の 百 六 十 七 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 六 十 二 ・ 五 」 に 改 め る 。

第 五 条

( 石 川 県 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

石 川 県 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 四 十 二 年 石 川 県 条 例 第 四 号 )

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 第 二 項 第 二 号 中 「 及 び 孫 」 を 削 り 、 同 項 中 第 五 号 を 第 六 号 と し 、 第 四 号 を 第 五 号 と し 、

第 三 号 を 第 四 号 と し 、 第 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

第 六 条

満 二 十 二 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 孫

石 川 県 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 第 一 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。

た だ し 、 次 項 第 一 号 及 び 第 三 号 か ら 第 六 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 扶 養 親 族 に 係 る 扶 養 手

当 は 、 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 九 級 で あ る も の 及 び 同 表 以 外 の 各 給

料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が こ れ に 相 当 す る も の と し て 企 業 管 理 規 程 で 定 め る 職

員 に 対 し て は 、 支 給 し な い 。

第 七 条

( 知 事 、 副 知 事 給 与 条 例 の 一 部 改 正 )

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。知 事 、 副 知 事 給 与 条 例 ( 昭 和 二 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 号 )

第 三 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 六 十 五 」 を 「 百 分 の 百 七 十 五 」 に 改 め る 。

C
心 ー

の



巳
心 心。 同 相 同 問 N ∞ 栴 明 日 N 」 4 8 E ( 辺 爾 司 ) 剖 緬 bラ 期 加々 ミ主

般
職
項
及
び

2
す

十
1

 
____
 

行期
施

分
す
十
第

例
第
十
第i

分
第十

五
第
十
(
教
育
長

分
条第十

)号
第

九
(

石
七

八条第
第

る
二

こ
の

る
四

条
ム第

一
の

二
第

十
ー

の
第

第
条

十
第

十
(

公布
改
め
に
項
た

項ただ
の

改
め

項
た

の
項

た
部

次を
の

改めに
項
た

項
た
の

の
。

項中
八

一
ー

だ
ちう

だ
だ

だ
だ

よ

での
主

職
員

則附
分「百

か
ち
う
分
「
百
ょ
う
か
ち
う
選
任
ら
さ

「分百
分
「
百
う

他の
「白分

分「
百
改正す

五
の

F
に

に
る

し
を

た
」

五
た

を
勤
務
条2

」
五

勤
務2条

に
を

」
五

の
よ
う

)
ー

す
関

るf
条例

項
ま
第
、

「E
を

「昇
を

関す
「耳

を
五百

に

しよ
例条
る
j

改正f突
広

で
の
条
、

の
百「分

の
に

百
「分

に
条
例
る

の
百分

の
」五

十
主す

る
規定は

百
の

百
聞

す
の

す
関

百
の

部改lE
 

る
E佐E

了
一

の
下

条第四
五十

百七十
五十

百七
る

の
五
十
の
百
七
十

(
 

L
 

』

の
下

、
」五

の
」

五
例

会
十

荷
久

」五
和昭

規
実
己1

十九年四月
言分

の
改
め

(
)

 
百
分
部
を
改
め

和日二
目

「分
百よ
う

改めに
年

第
ソ
っ
。

八条
百七

部
次
を
る
。

需=十
百七
の次
の上

る。
十ー

の
に

る
。

石川
主十

条
第

一
十

の
十

う
百宇

を

規定及
v

規
定
十
条
第

施行ら
を

改正に
を

改正する
を

ニ
1

(
 

第
「百

「百
「百

十九
百の

。



同 相 同 問 N ∞ 栴 明 日 N 」 4 8 E ( 辺 爾 司 ) 剖 緬 bラ 期 加々 ミ主 乙
心 w
 

6
 
_____
 

5
 

4
 
____
_ 

3
 

年
知事

よ
すな
。

る
給
料
含をむ

給
支
き
に

る
と

に
項及ぴ

規定
ー

の
規定

下「第
月ー

改正前る
給与

るょ
の
か
ち
う
の
改
正
後
(
い
う
。

改正後る
よ
改
正
後

に
か

日
職員

に

ー
の

♀
孟

れ
改

長
聖附

)
則附

ょ
の

の
よ

二
一

十
規
定
十
第

た
と

の
mり

の
る

給与
る

平
で

L
基

与
の

条
改正後

J文
L

(平成
改正後

mり
の

に
常Tん

事知
人

の
項

閑す
の

の
よ

い
芝

の
れ

れ
お

項
に

ニ
け

る
の

る
よ

の
知事

第
第-=

f:t 
l問市

い
勤務
時
里
夜
正後

空
の

と
い
と
月二

号内
れ

た
改

長
る

の
給

与
条ニ

J
 

う
~:. 

と
磐一

茨項
干成

し、

問
は
』
こ

z主後h
ぞ

の
前
改
正
基
準

項か
月

(
に

石
弄

第
る

ギ
弟

条例
種類及ぴ

第十条第一
る

特例)
れた

の
議員報酬等及

の
ては

2宮帖A豆九5
に

いて
改後「正

改正後
(則五附第

規定
、

妻知
の

ぶレ
規定は
、

によ
則第五項附

ニ
改後正

規定ド
、

基
づ

い
の

は
、

の
の

項
第

十
規定、

)λ
 も

平成
る

項
第

の
改
正
後
改
査
監
委
勤務条件

よ
』
五
第
改
正

)
 

て
規

定
第

監
識

に
条

費
事副知

第
(

次
第

二
十

四
改正



巳
心

中

同 相 同 問 N ∞ 栴 明 日 N 」 4 8 E ( 辺 爾 司 ) 剖 緬 bラ 期 加々 ミ主

該す当除るく



同 相 同 問 N ∞ 栴 明 日 N 」 4 8 E ( 辺 爾 司 ) 剖 緬 bラ 期 加々 ミ主 乙
心 '" 

7
 

と
る

る
と

あ
け

あ
第

る
第

等
い

の
一

こ
る

て
な

出
な

J
の

し
る

る
る

一
ー

に
も

れ
の

そ
つ

に

職
員

る
」

「場合
件要を

項中
そ

ニ
子

係
る
も
項
同
子
規
定

が
あ

に
職員

二
υ
日

と
る

な
に

に
の

扶養親族」
問条第

る
と

級
が
職
員
号
及
び
第
十
条
十
条
第
第
か
」
給
支
額
い

よ
萎
李
手
当
届
出
宅
柏
額

あ
扶養手当

の
と

」が日
い

号
し

と
合場

に
、

に
平成ち

と
の

も
る

に
つ

な
あ

て
あ

る
る

る
二

至
き

こ
で

墾
の

あ
の
届
出

係る
の

て
の

い
三

と
第

る
子

と
る

つ
れ

そ
一

一
る

が
の

も
あ

一
く

の
で

、
者がある

、
相
す
当
職
務

の
十

は
c

係るも
の

が
「

の
七第

アz
号中

ー手I
の

適
用
ー
号ニか

年-
、

の
の

が
あ

除
く
o

の
宅堅
正「
は予

」
号
死
亡
規
定
の
母等父

にJ
v

 4
 

号
)

と
級

で
て

十
号
中
職
員
と
る

子有すを
る

の
--，
 

L
_

日
る

項同

る
長
九

L
除。

な
て

し
で

の
は

♀
ま

ー
と

職員
偶配者

」
が
日
号第

四
お

に
と

届
出

の
場ノロ¥

て
つ

は
て

あ
い

、
日
d
:
す

な
る

、
塑疋三

の
)

た
、

る
で

る
つ

で
子

い
に

い
あり、

に
」号

及
ぴ
該
す当に

規定
は間
は

場
合

て
い

て
至

項
開

る
五
五

ニ
も

る
て

あ
に

に
い

つ
の

る
ー

そ
項

中
の

届出
そ

に
と

、
お

て
る

た
に

ー
の

が
の

ら
つ

に
及

ぴ
》
え
あ

せ
適
用
第

(行政九
け

い
職
員
と
職
員
場
合
規
定
に
母
等
父
至
項

事実がる
」

次「
な

に
の

に
、

た
る

限
は

の
る

る
た扶
養親
族ちfう

こ
該
扶養親当族fこ

る
場合

じ
る

各
号

主
る

第
子

の
の

に
ー

た
の

は
の

扶華親族た
級職等員j;J

扶族養親た
者があ

こ
る

偶配者
、

)司
之

「、
職員

給料各表
偶配者

二
に

で
場合に

届出に
規定

おに
るよ

ι
 

之と
湯合

は
のい

その
があ

る
中

口
偶

配
が

項
第

同
(

以
と

あ
項同

お
係るも

に
け

る
届

出
あ

に
「又

は
ずれ

し場三ロー』
一

あ
の

、
つ

の
け

よ
る

お
翌ロ

る
外

る
る

二
下

「
て

る
規r疋

ム
，

る
る

に
の

い
Lか一一

前
限

あ
と

と
と

扶
よ

る
で

な
に

も
、

あ
い



巳
心 σ
、 同 相 同 問 N ∞ 栴 明 日 N 」 4 8 E ( 辺 爾 司 ) 剖 緬 bラ 期 加々 ミ主



同 相 同 問 N ∞ 栴 明 日 N 」 4 8 E ( 辺 爾 司 ) 剖 期 ミ主緬 bラ 加々

と あ る の は 「 が 行 政 八 級 以 上 職 員 等 」 と す る 。

( 平 成 三 十 二 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 聞 に お け る 石 川 県 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例

の 規 定 に よ る 扶 養 手 当 に 関 す る 特 例

9
 

平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 平 成 三 十 二 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 聞 は 、 第 六 条 の 規 定 に よ る 改 正 後

の 石 川 県 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 第 六 条 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 は 、 適 用 し な

し、
。

( 人 事 委 員 会 規 則 へ の 委 任 )

10
 

附 則 第 四 項 及 び 第 六 項 か ら 第 八 項 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項

は 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 。

( 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 の 一 部 改 正

11
 

平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 八 項 中 「 の う ち そ の 職 務 の 級 が 四 級 で あ る も の で あ っ て こ れ ら の 規 定 に よ る 加 算 を 受 け

る も の に あ っ て は 、 当 該 加 算 」 を 「 に あ っ て は 、 こ れ ら の 規 定 の 適 用 」 に 改 め る 。

石 川 県 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 等 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 八 年 十 二 月 二 十 六 日

石 川 県 知 事 谷 本 正

石 川 県 条 例 第 三 十 八 号

石 川 県 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 等 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

( 石 川 県 職 員 の 勤 務 時 問 、 休 日 及 び 休 暇 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

第 得
、

フ
fて 石 川 県 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 等 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 八

号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 中 「 及 び 特 別 養 子 縁 組 休 暇 」 を 「 、 特 別 養 子 縁 組 休 暇 及 び 介 護 時 間 」 に 改 め る 。

第 十 条 第 一 項 中 「 職 員 が 」 の 下 に 「 要 介 護 者 ( 」 を 、 「 も の 」 の 下 に 「 を い う 。 第 十 条 の 三 第

一 項 及 び 第 十 二 条 の 三 第 三 項 に お い て 同 じ 。 ) 」 を 加 え る 。

第 十 条 の 二 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( 介 護 時 間 )

第 十 条 の 三 職 員 が 要 介 護 者 の 介 護 を す る た め 、 休 暇 を 請 求 し た 場 合 は 、 人 事 委 員 会 規 則 の 定 め

る と こ ろ に よ り 、 一 日 の 勤 務 時 間 の 一 部 に つ き 介 護 時 間 を 与 え る こ と が で き る 。

2
 

第 十 条 第 二 項 の 規 定 は 、 介 護 時 間 に つ い て 準 用 す る 。

第 十 二 条 の 三 第 三 項 中 「 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 日 常 生 活 を 営 む の に 支 障 が あ る 者 ( 以 下 こ の

項 に お い て 己 及 び 「 」 と い う 。 ) 」 を 削 る 。

C
心 ....， 

憲
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同 相 同 問 N ∞ 栴 明 日 N 」 4 8 E ( 辺 爾 司 ) 剖 期 ミ主緬 bラ 加々

石 川 県 職 員 等 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

石 川 県 職 員 等 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 ( 平 成 四 年 石 川 県 条 例 第 三 号 ) の 一 部 を 次 の よ う第 二 条
に 改 正 す る 。

第 二 十 三 条 第 二 項 中 「 を 承 認 さ れ て い る 職 員 」 を 「 並 び に 職 員 の 勤 務 時 間 条 例 第 十 条 の 三 第 一

項 及 び 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 条 例 第 十 一 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 介 護 時 間 ( 以 下 こ の 項 及 び 次 項

に お い て 「 特 別 休 暇 等 」 と い う 。 ) の 承 認 を 受 け て 勤 務 し な い 職 員 」 に 、 「 当 該 特 別 休 暇 を 承 認 さ

れ て い る 」 を 「 当 該 特 別 休 暇 等 の 承 認 を 受 け て 勤 務 し な い 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 人 事 委 員 会

規 則 で 定 め る 」 を 削 り 、 「 特 別 休 暇 を 承 認 さ れ て い る 」 を 「 特 別 休 暇 等 の 承 認 を 受 け て 勤 務 し な

い 」 に 改 め る 。

( 石 川 県 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

ル 弟 一 二 久 木 石 川 県 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 四 十 二 年 石 川 県 条 例 第 四 号 )

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 九 条 第 二 項 中 「 が 配 偶 者 」 を 「 が 要 介 護 者 ( 配 偶 者 」 に 改 め 、 「 も の 」 の 下 に 「 を い う 。

以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ) 」 を 加 え 、 「 又 は 特 別 養 子 縁 組 休 暇 」 を 「 、 特 別 養 子 縁 組 休 暇 」 に 、 「 の

承 認 」 を 「 又 は 介 護 時 間 ( 当 該 職 員 が 要 介 護 者 の 介 護 を す る た め 、 一 日 の 勤 務 時 間 の 一 部 に つ き

勤 務 し な い こ と が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 に お け る 休 暇 を い う 。 ) の 承 認 」 に 改 め る 。

( 石 川 県 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

第 四 条 石 川 県 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 、 ぴ 休 暇 等 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三

十 九 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 条 中 「 及 び 特 別 養 子 縁 組 休 暇 」 を 「 、 特 別 養 子 縁 組 休 暇 及 び 介 護 時 間 」 に 改 め る 。

第 十 一 条 第 一 項 中 「 職 員 が 」 の 下 に 「 要 介 護 者 ( 」 を 、 「 も の 」 の 下 に 「 を い う 。 第 十 一 条 の

第 項 及 び 第 十 三 条 の 三 第 三 項 に お い て 同 じ 。 ) 」 を 加 え る 。

第 十 一 条 の 二 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( 介 護 時 間 )

第 十 一 条 の 三 職 員 が 要 介 護 者 の 介 護 を す る た め 、 休 暇 を 請 求 し た 場 合 は 、 人 事 委 員 会 規 則 の 定

め る と こ ろ に よ り 、 一 日 の 勤 務 時 間 の 一 部 に つ き 介 護 時 間 を 与 え る こ と が で き る 。

2
 

第 十 一 条 第 二 項 の 規 定 は 、 介 護 時 間 に つ い て 準 用 す る 。

第 十 三 条 の 三 第 三 項 中 「 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 日 常 生 活 を 営 む の に 支 障 が あ る 者 ( 以 下 こ

の 項 に お い て ご 及 び 己 と い う 。 ) 」 を 削 る 。

j  ， 4 a a  n vれ μ ・
ー

口 一只

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 九 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 八 年 十 二 月 二 十 六 日

の
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度 以 後 の 年 度 分 の 個 人 の 県 民 税 に つ い て 適 用 し 、 平 成 二 十 八 年 度 分 ま で の 個 人 の 県 民 税 に つ い て

は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

石 川 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 八 年 十 二 月 二 十 六 日

石 川 県 知 事 本 正 憲谷

石 川 県 条 例 第 四 十 号

石 川 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 ( 平 成 十 二 年 石 川 県 条 例 第 二 十 七 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 七 の 項 叩 イ 中 「 又 は 中 型 自 動 車 免 許 」 を 「 、 中 型 自 動 車 免 許 又 は 準 中 型 自 動 車 免 許 」 に 改 め 、

同 項 目 イ ω中 「 七 千 四 百 円 」 を 「 七 千 五 十 円 」 に 改 め 、 同 項 目 イ 中 「 又 は 中 型 自 動 車 仮 運 転 免 許 」

を 「 、 中 型 自 動 車 仮 運 転 免 許 又 は 準 中 型 自 動 車 仮 運 転 免 許 」 に 、 「 三 千 六 百 五 十 円 」 を 「 四 千 五 十

円 」 に 、 「 六 千 六 百 五 十 円 」 を 「 六 千 七 百 円 」 に 改 め 、 同 項 ロ 中 ハ を ニ と し 、 ロ を ハ と し 、 イ を ロ

と し 、 ロ の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

準 中 型 自 動 車 免 許 に 係 る 再 試 験 二 千 円 ( 法 第 百 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 準 中 型イ
自 動 車 の 運 転 に つ い て 必 要 な 技 能 に つ い て 行 う 試 験 を 公 安 委 員 会 が 提 供 す る 自 動 車 を 使

用 し て 受 け る 場 合 に あ っ て は 、 四 千 六 百 五 十 円 )

別 表 七 の 項 却 イ 中 「 又 は 中 型 自 動 車 免 許 」 を 「 、 中 型 自 動 車 免 許 又 は 準 中 型 自 動 車 免 許 」 に 、 「 二

万 三 千 四 百 五 十 円 」 を 「 二 万 三 千 百 円 」 に 改 め 、 同 項 辺 イ 中 「 又 は 中 型 自 動 車 免 許 」 を 「 、 中 型 自

動 車 免 許 又 は 準 中 型 自 動 車 免 許 」 に 、 「 一 万 四 千 九 百 五 十 円 」 を 「 一 万 四 千 六 百 円 」 に 改 め 、 同 項

お ニ 川 を 次 の よ う に 改 め る 。

)  

唱 E A
(  大 型 自 動 車 免 許 、 中 型 自 動 車 免 許 又 は 準 中 型 自 動 車 免 許 に 係 る 講 習 ( 準 中 型 自 動 車

免 許 に 係 る 講 習 に あ っ て は 、 普 通 自 動 車 免 許 を 受 け て い る 者 に 対 す る も の に 限 る 。 )

講 習 一 時 間 に つ き 四 千 百 円

別 表 七 の 項 お ニ 中 ωを ωと し 、 ω の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

(2
)
 

準 中 型 自 動 車 免 許 に 係 る 講 習 ( 普 通 自 動 車 免 許 を 受 け て い る 者 に 対 す る も の を 除

講 習 一 時 間 に つ き 三 千 四 百 円

別 表 七 の 項 お ヌ 中 川 を 川 と し 、 川仰 を 制 と し 、 川仰 を ωと し 、 り を 幻 と し 、 同 の 前 に 次 の よ う に 加 え

る 。

)  
-(  準 中 型 自 動 車 免 許 に 係 る 講 習 講 習 一 時 間 に つ き 二 千 百 五 十 円

別 表 七 の 項 お ヲ 川 及 び ωを 次 の よ う に 改 め る 。

)  

1 1  
(  小 型 特 殊 自 動 車 免 許 以 外 の 第 一 種 運 転 免 許 又 は 第 二 種 運 転 免 許 を 受 け て い る 者 に 対
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